
受託候補者選定審査基準 

 

 本審査基準は、提出された企画提案書等に基づき、提案者の事業実施能力を審査し、受託

候補者を選定するための基準を示すものである。 

 

１ 選定者 

 京都市の職員により構成する「木材利用促進の企画運営に係る業務受託候補者選定委員

会」（以下「選定委員会」という。）において評価し、受託候補者を選定する。 

 

２ 審査方法 

 選定委員会において、別表に掲げる評価項目について採点し、評価点の合計が６０点以

上のもののうち最も高い評価点を得た応募者を受託候補者として選定する。 

ただし、評価点の合計が６０点以上であっても別表「評価項目及び配点」の「業務実施体

制」の評価項目において評価点が６点を満たす応募者がいない場合は、受託候補者を選定

しないことがある。 

なお、応募者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することとし、審査及び選定

を行う。 

 

３ 評価項目及び配点 

各選定委員は、別表の「京都市経済への貢献」、「類似業務の実績」、「見積金額」を除く各

項目についてＡ～Ｅの５段階で評価し、各項目の配点に以下の評価係数を乗じて合計した

ものを評価点とする。各応募者の評価点は、全選定委員の評価点の平均点とする（小数第

２位切捨）。 

評価 評価係数 評価内容 

Ａ １．０ 極めて良好 

Ｂ ０．８ 良好 

Ｃ ０．６ 普通 

Ｄ ０．４ やや不十分 

Ｅ ０．２ 不十分 

 

 

４ 失格の条件 

 以下に挙げる場合は、失格とする。 

⑴ 提案書等に虚偽の記載があった場合 

⑵ 受託希望金額が委託金額の上限を超えている場合 

⑶ 提案書等に必要な項目が記載されていない場合、又は提案内容が仕様書の要件を満た

していない場合 



別表 評価項目及び配点

項目 評価内容 配点 

業務実施体制 

・本業務を安定的に実施する組織体制はあるか。 

・企画業務の実施に必要な人員・体制が整っているか。 

・適切な業務スケジュールとなっているか。  

１０ 

京都市経済へ

の貢献 

本店または支店が京都市内にあるか。 

・ある：１０点 

・ない： ０点 

１０ 

木材利用促進

月間における

機運醸成 

・市民の森林や木材利用の理解促進につながる内容が提案され

ているか。 

・市民に幅広く周知する広報が提案されているか。 

・幅広い事業者が出展できる募集方法が提案されているか。 

・来場者を増やす取組が工夫されているか。 

・木材利用促進月間のイベントに関する総合的なコーディネー

ト方法が工夫されているか。 

・関係者との連携方法が工夫されているか。 

・今後の木の文化に対する理解、木材利用促進につながるよう

なアンケート方法が提案されているか。 

３５ 

みやこ杣木等

を活用した建

築物等の優良

事例の発信 

・みやこ杣木を使った建築物の魅力が、効果的に伝わるような

広報の方法が提案されているか。 

・「京都のステキな木の空間」発信方法が工夫されているか。 

・事例集の作成方針やデザインが工夫されているか。 

・デジタル上のデータのデザインが工夫されているか。 

・選定盾の製作方法が工夫されているか。 

２５ 

類似業務の 

実績 

類似業務を受託した実績はどの程度あるか。 

※同一の受託業務のなかで⑴及び⑵をそれぞれ実施した場合

は、⑴、⑵それぞれに実績として記載すること。 

⑴ 多数の出展者が出展するイベントの企画運営（５点） 

５件以上：５点  ４件：４点  ３件：３点 

２件  ：２点  １件：１点  ０件：０点 

⑵ 冊子や SNS、展示等による普及啓発（５点） 

５件以上：５点  ４件：４点  ３件：３点 

２件  ：２点  １件：１点  ０件：０点 

１０ 

見積金額 

受託希望金額の高低。 

・予定価格の８５％未満      ：１０点 

・予定価格の８５％以上～９０％未満： ８点 

・予定価格の９０％以上～９５％未満： ６点 

・予定価格の９５％以上～９８％未満： ４点 

・予定価格の９８％以上      ： ２点 

１０ 

合計 １００ 


